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まえがき 

 

近年、人類の「持続可能な発展」のための地球環境保護や環境負荷低減がうたわれてい

るが、事業者に対する具体的な課題として、資源・エネルギーの有効利用や廃棄物の適正

処理の促進などがある。 

製造事業者には、製造事業所における環境配慮はもちろんのこと、その成果として消費

者に提供する製品についても、その原料調達、製造、使用から廃棄までの「製品のライフ

サイクルにおける環境負荷」を考慮して、安全かつ環境影響が最小となるような製品を開

発することが求められてきている。 

環境基本法の基本理念のひとつとして「環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会

の構築等」がうたわれている。循環型社会形成推進基本法は、さらに具体的に「製品等が

廃棄物等となることを、抑制（リデュース）するとともに、使用済み製品の循環使用（リ

ユース、リサイクル）や適正な廃棄処分をすることによって、天然資源の消費を抑制し、

環境負荷が低減する社会の実現を目指している。リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、

並びにリサイクル（Recycle）の推進は、それぞれの言葉の英語の頭文字をとって「３Ｒの

推進」と略称されており、今後の製品や技術開発のあり方の根底となるものである。特に、

パーソナルコンピュータ（以下「パソコン」）の設計・製造においては、その技術革新のス

ピードが早いが故に地球環境への負荷が最小となるような高度先端技術の開発、採用が期

待されているのである。 

当協会は、平成 12 年 9月に情報処理機器の環境設計アセスメントガイドライン（第２版）

を発行したが、その後、エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下「省エネ法」）、

資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」）の改定や産業構造

審議会廃棄物・リサイクル小委員会の「世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて」（平

成 20 年 1 月）の発行などもあり、特に大量生産されるパソコンは、省エネルギー及び３Ｒ

の一層の強化、高度化を求められるため、各社が自主的に行う環境設計アセスメントの参

考とすべく、このガイドラインを発行するものである。 

本ガイドラインは、高性能で安全に使用できるパソコンを、地球環境の保護の観点から、

低消費電力、省資源、さらには使用済み製品の３Ｒまでを考慮した「環境配慮型製品」と

して、社会に提供するために必要な環境評価項目や、評価方法などを例示している。 

 

一般社団法人 電子情報技術産業協会 

ＣＥ部会 

パーソナルコンピュータ事業委員会 

ＰＣ環境専門委員会 
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１．目 的 

 

本ガイドラインは、パソコンの設計において、「当該製品の一生涯における環境負荷を

低減するための設計対応」を行うための環境設計の評価項目・方法を提示することによ

り、メーカ各社による事前評価（アセスメント）に資することを目的とする。 

 

 

【解説】 

本ガイドラインは、パソコンの技術革新や製品安全対策を阻害することなく、それらの

技術の上に、更に環境負荷を低減させるための配慮を講ずることによって、開発設計時点

での最高の技術製品とするための事前評価（アセスメント）を実施するベースを提供する

ものである。 

またＴＱＣ的に言うならば、「次工程以降はお客様」の考え方で製品の製造、使用から廃

棄に至るまでの取扱いを予測して、製品開発設計に可能な限り安全対策と環境負荷の低減

を考慮することである。 

特に使用済み製品あるいは不要になった製品、部品類（以下「使用済み製品」）の解体、

リサイクルの容易化においては、製品安全やＰＬ対策とトレードオフの関係が発生する場

合もある。また、部品として安全であっても、破壊や解体分離により安全衛生上の問題が

生じたり、環境への有害性等がある物質を使用したりしているものについては、代替技術

の開発や、製品処理業者への適切な情報提供が必要であろう。 

 

 

 

２．用語の定義 

 

本ガイドラインに使用する用語の定義は、下記の通りとする。 

 

１．事前評価（環境設計アセスメント）： 

パソコンの使用時における省エネルギー、及び使用済み製品の廃棄において、製品

等の解体、分別、再資源化、廃棄処分の作業を容易かつ安全にするとともに、製品

のライフサイクルにおける環境負荷を低減するための、当該製品の製造事業者によ

る製品設計段階での事前評価をいう。 

２．処理： 

収集、運搬、解体、分別、破砕、保管、再生、焼却等をいう。 

３．リデュース： 

製品等に使用する原材料の削減、再生資源の使用、さらには製品の長寿命化による

使用済み製品の発生を抑制することにより、製品原材料に係る資源の有効利用を図

ることをいう。 

４．リユース： 

一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された製品等のうち有用

なものであって、部品・ユニット等製品の一部として利用することをいう。 
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５．リサイクル： 

製品が使用された後の処理において分離・分別された材料・部品のうち、有用なも

のを原材料として利用することをいう。 

６．製品等： 

製品本体及びこれに付属する取扱説明書、アクセサリー等をいう。 

７．従来製品： 

ほぼ同性能、同用途の自社製、あるいは他社製の既存製品であるが、新規に設計す

る製品との環境負荷の比較において、性能当たりの消費電力、質量等の削減評価基

準としての利用できるものをいう。 

８．環境影響化学物質： 

製品等に使用される化学物質で、人の健康・安全への重大な悪影響、あるいは使用

済みとなった当該製品の中間処理、最終処分において、大気汚染、水質汚濁、土壌

汚染などの原因物質となる可能性のあるものをいう。 

 

 

 

 

３．対 象 

 

本ガイドラインは、新たに設計するパソコンに適用する。 

 

 

【解説】 

試作品、若しくは少数特定企業向けの開発製品への適用は各製造者の判断による。海外

メーカの製品をＯＥＭ調達、輸入する場合や、海外での日本向け製品を開発、あるいは製

造して逆輸入する場合は、可能な限り本ガイドラインの趣旨を反映することが望ましい。 

パソコンについては、総務省統計局日本標準商品分類－小・細分類５２１２「パーソナ

ルコンピュータ」を参照のこと。 

 



 

 － 3 － 

４．事前評価項目 

 

製品の消費電力の削減はもとより、使用済み製品の再生資源としての利用の促進に資

するとともに、部品の再利用の促進、廃棄物の減量化及びその処理の容易化等に配慮す

るため、製品設計に際して必要となる評価項目と評価基準を例示する。 

製造事業者はそれらを参考として、製品の特性に応じた適切な評価項目及び評価基準

を設定し個別項目ごとの評価を行うものとする。 

 

 

【解説】 

本ガイドラインは、評価項目ごとに評価の基本的内容を示しており、事業者が実際に評

価（アセスメント）を実施するにあたっては、製品の特性やその機能、性能及び社内での

環境目標等を考慮した上でより具体的な内容を定めることが望ましい。 

パソコンは、小型・低価格化と高性能化、インターネットの発達等にともなって企業、

団体、一般家庭などあらゆるところで使用されるようになっている。 

そのため、その消費電力の節減や使用済み製品に対する製品製造者責任も大きくなって

いる。 

製品の開発・製造段階で、低消費電力、省資源及び解体・再資源化が容易な設計にする

ことは、地球温暖化の防止や将来における廃棄物問題の未然防止、あるいは処理コストの

低減に有効であると考えられる。 

 

 

４．１ 省エネルギー性の評価 

 

《評価項目及び評価基準》  

１．省エネルギー設計  

（１）法令または任意協定等の省エネに関する基準を満たしているか 

（２）低電力部品及び高効率電源の開発または採用をしているか 

（３）稼動時及び待機時の消費電力を低減しているか 

（４）電源装置のエネルギー消費効率は向上しているか 

（５）省エネモードの機能を付加しているか 

 

２．消費電力及びエネルギー消費効率等の表示 

（１）法令または任意協定等で規定する省エネ等に関する表示事項を満たしているか 

（２）消費電力に関する情報を記載しているか 

（３）省エネモードの機能に関する情報を記載しているか 

 

《評価方法》 

１．日本の省エネ法による省エネ基準など法令事項の遵守状況 

２．評価時点で有効な国際エネルギースタープログラムによる省エネ基準の達成状況 

３．新規に開発する製品と自社の従来製品または市場の既存製品による消費電力及びエ

ネルギー消費効率等に関する比較 

４．電源装置のエネルギー消費効率基準の達成状況 

５．日本の省エネ法による表示事項の遵守状況または JIS 規格による省エネラベリング
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制度等の表示状況 

６．製品カタログ、取扱説明書及びウェブ等への消費電力、省エネ等に関する情報の記

載状況 

 

 

【解説】 

１．省エネに関する法令及び任意協定 

情報処理機器に関する日本の法令及び国際的に運用されている任意協定における省エ

ネ基準についての概要を記述する。 

なお、法令及び任意協定の詳細情報については、関連するホームページの URL を以下

に記載しているので、製品評価時に有効な最新版の基準等を確認し評価を行うこと。 

 

（１）「省エネ法」 

省エネ法では、機械器具に関する措置として、エネルギーを消費する機械器具の製造

または輸入の事業を行う者（以下「製造事業者等」）に対し努力義務として判断の基準を

定めている。 

この判断の基準は、対象となる機器の範囲、判断となるべき事項、表示事項、エネル

ギー消費効率の測定方法からなり、情報機器は「電子計算機」と「磁気ディスク装置」

が対象となっている。 

製造事業者等の判断となるべき事項では、対象機器の性能による区分、省エネに対す

る達成目標年度、目標基準値等が規定されており、目標基準値は省エネルギー基準を策

定する際に商品化されている製品のうち、最も高いエネルギー効率の値を超えることを

目標値として定める「トップランナー方式」を採用している。 

「電子計算機」と「磁気ディスク装置」の製造事業者等の判断となるべき事項の製品

区分による基準エネルギー消費効率は、財団法人 省エネルギーセンターのホームページ

で公開されているので、製品評価時点で有効な基準及び義務事項等を確認し達成状況を

判断する。 

[省エネルギーセンターのホームページ] 

http://www.eccj.or.jp/index.html 

[省エネルギーセンターの平成 18 年 4 月 1 日改正省エネ法関係情報ホームページ] 

http://www.eccj.or.jp/law06/index.html 

 

（２）「国際エネルギースタープログラム」 

米国環境保護庁（EPA）が制定した国際エネルギースタープログラムは、世界７カ国・

地域で実施されており、オフィス機器の国際的な省エネルギー制度として運用されてい

る。 

製品分野毎に、「アイドル時」、「スリープ時」、「オフ時」の消費電力、「標準消費電力

（TEC 消費電力）」などについて、省エネ性能の優れた上位 25％の製品が適合となるよ

うに基準が設定されており、この基準を満たす製品に、「国際エネルギースターロゴ」の

使用が認められる。 
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日本では、経済産業省が国際エネルギースタープログラム制度運用細則を制定して運

用しており、対象製品は、「コンピュータ（パソコン、ワークステーションなど）」、「ディ

スプレイ」、「画像機器（プリンタ・スキャナなど）」等がある。 

対象製品による省エネ基準の運用細則は、財団法人 省エネルギーセンターのホーム

ページで公開されているので、製品評価時点で有効な基準及び測定方法等を確認し達成

状況を判断する。 

[省エネルギーセンターの運用細則に関するホームページ] 

http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/outline.html 

 

（３）「電源装置のエネルギー消費効率」 

情報機器に使用される電源装置については、国際エネルギースタープログラムによる

自主規制や米国、カリフォルニア州、オーストラリア等による法律で、外部電源装置（EPS）

に対するエネルギー消費効率の基準が規定されている。 

特に、国際エネルギースタープログラムのコンピュータについては、製品の適合基準

として、電源装置（外部電源装置及び内部電源装置）の定格出力におけるエネルギー消

費効率が規定されている。 

国際エネルギースタープログラムに対応する製品や海外に販売する製品で外部電源装

置と共に販売する場合は、製品評価時点で有効な電源装置のエネルギー消費効率基準に

ついて確認し達成状況を判断する。 

[EPA のホームページ] 

http://www.energystar.gov/ 

[EPA の PRODUCT ホームページ] 

http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product. 

[省エネルギーセンターの事業者向け情報ホームページ] 

http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/index.html 

[カルフォルニア州：機器のエネルギー効率に関する規則] 

http://www.energy.ca.gov/appliances/ 

 

（４）各国の「環境ラベル制度」における省エネ基準 

各国のパソコン等に関する自主規定の環境ラベル認定基準に、「国際エネルギースター

プログラム」の適合または「アイドル時」、「スリープ時」、「オフ時」等の基準が設定さ

れている。 

これらの環境ラベルは、国際標準規格の ISO 14024（タイプⅠ環境ラベル）に準拠し

ており、日本では、JIS Q 14024 として JIS 規格化されている。 

代表的な環境ラベルと制度、基準のホームページ URL を以下に記述するので、環境ラ

ベルを取得する製品は、省エネ基準への適合状況について評価することが望ましい。 

・欧州（EU）のエコラベル： 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm 

・ドイツのブルーエンジェル： http://www.blauer-engel.de/en/index.php 

・北欧のノルディックスワン： http://www.svanen.nu/Eng/（スウェーデン、英語） 
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・スウェーデンの TCO： http://www.tcodevelopment.com/index.html 

・日本のエコマーク： http://www.ecomark.jp/ 

[環境省の環境ラベル等データベースの情報ホームページ] 

http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/f01.html 

 

２．従来製品との消費電力の比較評価 

新規に開発する製品と、同性能、同用途の自社の従来製品または市場の既存製品と消

費電力の低減率、エネルギー消費効率の向上等を比較評価する。 

・最大消費電力または標準消費電力 

・待機時消費電力（アイドル時・スリープ時・オフ時等） 

・省エネ法に基づくエネルギー消費効率 

 

３．省エネに関する表示事項 

（１）省エネ法による表示義務 

省エネ法では、「製造事業者等による判断の基準等」により、エネルギー消費効率に関

し、次の事項を性能に関する表示のあるカタログ及び機器の選定に当たり、製造事業者

等により提示される資料に表示することが義務となっている。 

・品名または型名   ・区分名   ・エネルギー消費効率 

・製造事業者等の氏名または名称   ・エネルギー消費効率の説明文 

省エネ法の対象製品は、表示事項を確認し遵守状況を判断する。 

 

（２）省エネラベリング制度 

省エネラベリング制度は、省エネ法のトップランナー方式に対して、2000 年 8 月に JIS

規格によって導入された表示制度で、家庭等で使用される製品を中心に国の省エネ基準

を達成しているかどうかをラベルによって表示するもの。 

具体的な表示内容、方法などは、JIS C 9901「電気・電子機器の省エネルギー基準達

成率の算出方法及び表示方法」に記載されており、情報機器では「電子計算機」と「磁

気ディスク装置」の表示方法が規定されている。 

省エネラベルの表示項目は、以下の４つの情報で構成される。 

・省エネ性マーク 

・目標年度 

・省エネルギー基準達成率* 

・エネルギー消費効率 

*JIS C 9901 の特例表示により「AAA」等を表示する。 

 

 

省エネラベリング制度は、「電子計算機」と「磁気ディスク装置」について製造事業者

には義務化されていないが、業界の取り決めがある場合は、購入者への情報提供に努め

ることが望ましい。 

 

   

目標年度 2007 年度 

省エネ基準達成率 ＡＡＡ 

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率   0.00021 
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４．２ リデュースの評価 

 

《評価項目及び評価基準》 

１．製品の省資源化 

（１）製品の質量は削減されているか 

（２）リユース・リサイクル材等は使用されているか 

（３）植物原料プラスチック（バイオプラスチック）の使用を検討しているか 

 

２．製品の長寿命化 

（１）製品のアップグレード性は向上しているか 

・アップグレード可能な構造 

・アップグレード可能な機能の範囲や種類（数） 

（２）製品の修理／保守性は向上しているか 

・修理及び保守作業が容易な構造 

・修理及び保守作業者への情報提供 

（３）耐久性は向上しているか 

・長寿命化部品の使用 

 

《評価方法》 

１．製品性能当たりの質量について、従来製品との比較 

２．リユース部品及びリサイクル材等の使用量（比率）について、従来製品との比較 

３．モジュール構造等アップグレード機能種類（数）について、従来製品との比較 

４．修理、及び保守作業等に必要な分解時間を従来製品と比較 

 

 

【解説】 

一般的には、製品に使用する原材料を削減するため、軽質材料の採用や薄肉化、構造の検

討等により、同等の機能を発揮しながら出来るだけ製品を小型化、かつ減量化することが考

えられる。資源の利用効率という見方から、製品の長寿命化による長期使用が、結果的に製

品の省資源化となることも考えられる。省資源化自体を図ることが出来ても、リサイクル材

としての利用が困難になるようなケースもあることから、リユース部品及びリサイクル材の

利用が容易にできる構造になっていることが必要である。 

近年、石油系プラスチックの原料である枯渇性資源の使用を節約できることから、バイオ

プラスチックへの関心が高まっている。しかしバイオプラスチックについては、まだ十分

に環境への影響負荷が検証されているとは言えず、製品等への採用に当たっては製造時や

廃棄時における環境負荷などを考慮する必要がある。また、薄型の電池（パック）を内蔵

することにより、ノートブックパソコンのさらなる薄型、軽量化（リデュース設計）が可

能となった。しかし、電池容量確保のため電池（パック）面積が増大し、製品面積の半分

以上を占める物も多く、長期使用のためには電池（パック）をネジ止めするなど、可搬時

の強度にも充分配慮する必要がある。そのため、電池（パック）の蓋については、製品の

ボトムハウジングと共用する等、薄型化及び軽量化と、製品強度を両立させるリデュース

設計の検討が必要である。 

評価の具体的内容については、以下のことを考慮する。 
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１．製品の省資源化比較評価 

・製品が、どの程度軽量化されているかを性能当たりの質量比較により評価する。 

・リユース部品の数、リサイクル材（再生プラスチック等）の使用率（質量比率）等

の向上がどの程度図られているかを評価する。 

 

２．長寿命化性の評価 

・技術の進歩を予想して機能向上のために製品の一部を交換可能にするモジュール化

設計等がなされているかを評価する。 

・モジュール化設計により、アップグレード可能な機能種類（数）を評価する。 

・保守及び修理が容易な構造であるか、消耗部品や故障部品が簡単に交換できるか、

あるいは工具類の使用に支障がないか等を評価するとともに、総合的には保守及び

修理に必要な分解時間を評価する。 

・分解時間の短縮には作業者への情報の提供（教育）が必要なため、分解手順や保守・

修理の方法が記述されたドキュメントが整備されているかを評価する。 

 

 

４．３ リユースの評価 

 

《評価項目及び評価基準》 

１．リユース対象部品等の明確化 

リユース可能なユニット、部品を採用しているか 

・ハードディスク装置（HDD）、フロッピーディスク装置（FDD）、ディスプレイ、

光ディスク装置（ODD）、メモリモジュール、CPU、ファンなど 

 

２．リユース対象部品等を回収するための解体、分離の容易性 

リユース対象部品を取り外すまでの、製品解体は容易か 

・一般的な工具での解体、分離、及び解体・分離に要する工具の種類と数 

・一方向からの解体・分離性、ねじ等の数、及びねじ締結箇所等の確認容易性 

 

３．リユースの判定基準 

（１）ユニット、部品の寿命は明確か 

・ユニット、部品毎の寿命 

・ユニット、部品毎の製造年月把握 

（２）リユースするユニット、部品の信頼性評価方法は確立されているか 

・残寿命評価の判定方法 

・修理選別基準 

・リユースするユニット、部品の使用履歴管理方法の確立 

 

４．リユースユニット、部品の清掃容易化 

よごれにくい素材の採用、構造になっているか 

 

《評価方法》 

１．リユース設計計画書の設計審査 

２．リユース可能なユニット、部品点数の従来製品との比較 

３．解体・分離の容易性は、作業時間、ねじ等の外し点数、使用工具の種類等について、 
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従来製品との比較をする。 

４．リユースの判定基準について、従来製品または社内標準との比較をする。 

 

 

【解説】 

パソコンは、ソフトウェアの高度化、ハードウェアの性能向上が著しく、使用済みとなっ

た製品から回収した FDD、HDD などのユニットや部品を、新製品のユニットや部品とし

て再使用することが難しい状況にある。しかしながら、資源の有効利用と廃棄物の減量化

に対応するためには、回収された製品から取り外されたユニットや部品を、整備／検査し

たり、あるものはそのままで中古部品として、中古市場で流通させたり、補修用部品とし

てリユースを図ることが必要である。 

ユニットや部品のリユースを実現するためには、新製品の企画から設計・製造・販売・

回収・分解（処理）・品質保証までの広範囲な取り組みが必要であり、また、寿命予測や信

頼性評価方法などの技術的な課題も数多く解決しなければならない。ここでは評価項目と

して、以下の４つを取り上げた。 

 

１．リユース対象部品等の明確化 

ここでのリユースとは、ユーザから使用済みとなり回収された製品などから、リユー

ス可能なものを選択し、そのまま、もしくはリペア等を施した上で使用することである。

リユースの対象としては、ユニット、部品が考えられる。 

ユニットや部品のリユースを円滑に進める上では、リユース対象を何にするか予め設

計段階から選定することが重要である。リユースの対象を拡大する上では、汎用品の採

用や共通化、標準化が有効な方策となりうる。 

 

２．リユースのための解体・分離の容易性 

第一に、製品を解体し、リユースを目的としたユニットや部品単位が容易に分離でき

る構造になっているかが重要である。そのためには、予め設計段階で、ねじ等の数、種

類、工法など取り外しやすい構造になっているか、また、解体・分離する際に使用する

工具の種類や数が必要最小限になっているかに配慮する必要がある。 

ユニットや部品の取り外し作業性の面からも、一方向からの組立など、配慮が必要で

ある。ねじ締結等で解体・分離位置が容易に見つけられない場合には、作業者に分かり

易いように、その近傍に解体位置を示す等の工夫が考えられる。 

 

３．リユースの判定基準 

ここで重要となるのは、リユース対象部品等の寿命予測や信頼性評価方法の確立であ

り、そのためにユニットや部品毎に製造年月が容易に把握可能とすると共に、履歴管理

方法についても配慮しておく必要がある。 

 

４．リユースユニット、部品の清掃容易化 

リユースするに際しては、ユニットや部品の清掃を行う必要があり、そのため、よご
れにくい素材の採用や構造等を考慮する必要がある。 
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４．４ リサイクルの評価  

 

《評価項目及び評価基準》 

１．リサイクルが可能な材料、部品の選択 

（１）リサイクルが可能な材料、部品等を使用しているか 

・貴金属、希少金属類で高額材料を含む部品の種類、質量 

・鉄、銅、アルミニウム等の汎用金属類の種類、質量 

・マテリアルリサイクルに適した（熱可塑性）プラスチックの種類、質量 

（２）複合材料の使用、リサイクルを阻害する加工等はしているか 

・金属とプラスチック等の複合材料、部品の削減 

・部材主成分と異なる材質の金属めっき、塗装、樹脂コーティングの回避 

 

２．解体、分離が容易な構造 

（１）再資源化原料としての利用が可能な材料、部品にするための解体・分離は容易か 

・貴金属含有部品、汎用金属部品、マテリアルリサイクル用プラスチック部品、ガ

ラス部品等への解体、分離容易性 

・二次電池の取り外し容易な構造  

（２）異種材料の分離が容易な構造か 

・異種接着剤接着、溶接、かしめ等の接合個所の最少化 

・プラスチック部品へのインサートネジ埋め込み回避 

・プラスチック部品の接合方法の工夫（差し込み・スナップ接合） 

（３）リサイクルを阻害する材料、部品が容易に分離できる構造か 

・分離箇所が容易に見つけられる工夫、表示 

（４）リサイクルのための解体・分離方法が確立され、その工数が削減されているか 

・一般的な工具での解体・分離性 

・同一方向からの解体、分離性 

・重量物は底面からの解体の回避（一人作業での解体容易性） 

（５）部品数、ねじ等が削減されているか 

 

３．分別の容易性 

（１）作業者にとって分別のための材料、部品等の材質判別は容易か 

・25g 以上のプラスチック部品には、「JIS 規格（K 6899 / K 6999）」または「ISO 1043 

/ 11469」に従った記号で表示 

・二次電池は、資源有効利用促進法の指定表示製品に基づく表示 

・表示方法は、判別が容易な適切な大きさ、場所 

（２）使用材料の種類は統合しているか 

・フレーム、シャーシ等は、単一な材料で統合、ユニット化 

（３）リサイクルが困難な材料の判断は容易か 

 

《評価方法》 

１．資源有効利用促進法等の法規制事項の遵守状況 

２．当協会等の業界や社内で定めるガイドライン、マニュアルの達成状況 

３．上記の２項にあわせて、従来製品と比較する。 

（１）リサイクルが可能な材料、部品の選択は、質量、数量、リサイクル可能率等で比

較する。 

（２）解体・分離の容易な構造は、再資源化原料を回収するための製品解体、分離作業

時間について比較する。 

（３）分別の容易性は、材料の種類、部品への表示の割合を従来製品と比較する。 
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【解説】 

事前評価を実施するにあたり、リサイクルに向けた基本的な考えとして 

１．リサイクルとしての利用を考慮した部品、材料、構造の選択が必要となる。次に、リ

サイクルを阻害する要因の評価をする必要がある。 

金属材料は、マテリアルリサイクルが容易な汎用金属材料の選択。貴金属材料を含む

部品は、マテリアルリサイクルが容易な構造にする。 

プラスチック材料は、マテリアルリサイクルに適した材料を選択する必要があり、付

録－１（マテリアルリサイクルに適したプラスチック材の種類）にその指針を示す。 

また、製品の開発、設計段階で、その製品が将来使用済みとなった時に、リサイクル

が可能と判断される部品や材料の質量割合を定量的に推定、評価する。 

原則的にリユース、マテリアルリサイクルを優先とする資源物としての再利用の向上

が重要であり、特にプラスチック部品では、コーティング、めっき、塗装、印刷、ラベ

ル貼り付け、金属インサート、接着等の回避、又は削減を図るべきである。 

リサイクル可能率については、付録－２（リサイクル可能率の範囲）に示してある計

算方法、算出手順により評価することが望ましい。 

 

２．リサイクル可能な部品・材料を容易に解体・分離するため、パソコンではその構造を

考慮し、フレーム、シャーシ等の素材単位、実装プリント板ユニット、FDD、HDD 等の

記憶ユニット、ブラウン管、液晶ユニット、キーボード、蛍光管、電線ケーブル等の単

位で解体・分離出来ることが望ましい。 

製品の解体の程度については、付録－３（製品解体の程度）に解体基準の例を示すの

で、製品の持つ種々の要件を考慮して決める必要がある。 

資源有効利用促進法の指定再資源化製品である二次電池使用機器からの二次電池取外

し容易化の対応が必要となる。二次電池取り出し容易化アセスメントマニュアルにおけ

る「二次電池の取り出し容易性の範囲」を表－１に示す。 

リサイクルとして利用を阻害する材料、部品が容易に取外し・分離できれば、本体の

リサイクル利用が容易になることも考慮する必要がある。 

また、実際に使用済み製品を解体・分離する際に、使用する工具、解体・分離に要す

る時間、作業の容易性等も評価する必要がある。 

 

付録-2%20資源再利用率の算出方法（細田委員）080825.doc
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表－１  二次電池の取り出し容易性の範囲 

区分           項目 
評価項目の例 

範囲 記号 中分類 小分類 

 

容易 

 

 

 

 

 

 

 

取 

り 

出 

し 

の 

容 

易 

性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困難 

Ａ ワンタッチ ワンタッチ 
電源部が分離型で、ワンタッチで電池

（パック）の取り出しが可能 

Ｂ 蓋の手外し 

ワンタッチ 
蓋の手外しが可能で、ワンタッチで電

池（パック）の取り出しが可能 

コネクタ外し 

蓋の手外しが可能で、コネクタを外す

ことにより電池（パック）の取り出し

が可能 

Ｃ 蓋のネジ外し 

ワンタッチ 
蓋のネジ外しが可能で、ワンタッチで

電池（パック）の取り出しが可能 

コネクタ外し 

蓋のネジ外しが可能で、ネジ、コネク

タ等を外すことにより電池（パック）

の取り出しが可能 

Ｄ 蓋のネジ外し 切断 

蓋のネジ外しが可能で、接続をニッ

パー等で切断することにより電池

（パック）の取り出しが可能 

Ｅ 
全体を分解 

（ネジ外し） 
コネクタ外し 

全体のネジ外し分解が可能で、コネク

タを外すことにより電池（パック）の

取り出しが可能 

Ｆ 
全体を分解 

（ネジ外し） 
切断 

全体のネジ外し分解が可能で、接続を

ニッパー等で切断することにより電

池（パック）の取り出しが可能 

Ｇ 
全体を分解 

（解体） 

コネクタ外し 

全体を解体して、コネクタを外すこと

により電池（パック）の取り出しが可

能 

切断 

全体を解体して、接続をニッパー等で

切断することにより電池（パック）の

取り出しが可能 

※太線の枠内は、ユーザが使用する製品に関する取り出し容易化の範囲を示す。 

※蓋には、製品のボトムハウジングも含まれる。 

 

３．解体・分離した物の分別が容易にできるよう、プラスチック部品、二次電池等に表示

が必要になる。パソコンで使用されるプラスチック部品への表示は、25g 以上を対象とし

ているが、物理的に可能な限り表示することが望ましい。 

プラスチック部品の材料表示は、JIS K 6899-1（ISO 1043-1、基本重合体（ポリマー）

及びそれらの特性）、JIS K 6899-2（ISO 1043-2、充てん材及び強化材）、ISO 1043-3（可

塑剤）、JIS K 6899-4（ISO 1043-4、難燃剤）、JIS K 6999（ISO 11469、プラスチック

製品の識別と表示）に従った記号で可能な限り表示する。また、マテリアルリサイクル

を促進するため、プラスチック素材の詳細を示したグレード表示（樹脂製造元、商品名、

製品番号、形式はメーカにより異なる）も表示することが好ましい。 

具体的な表示の例を、以下に示す。 
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表示例 

 

（１）通常のＡＢＳ樹脂の ISO 1043 表示：  

＞ＡＢＳ＜  
 

（２）難燃ＡＢＳ樹脂の ISO 1043 表示： 

＞ＡＢＳ ＦＲ（１７）＜  
  ※ここでＦＲは難燃性 

１７はアンチモン化合物＋芳香族臭素化合物（＝臭素系難燃剤）を示す。 

 

 

（３）グレードの表示（樹脂製造元、商品名、製品番号）を含む、難燃ＡＢＳ樹脂の 

ISO 1043 表示： 

＞ＡＢＳ－ＦＲ＜ 
ＡＢＣＤ．Ｃｏ．Ｌｔｄ． 

ＰＯＬＹＭ、ＡＢ－５６０ 
 

 

また、解体・分離後に、フレーム、シャーシ等は破砕処理されて、磁力選別・比重選別

で、鉄、非鉄金属等がリサイクルとして回収・利用されることも考慮して、これらを阻害

する材料・加工等も避ける必要がある。 

評価方法については、法令への対応、業界ガイドライン、各社ガイドラインと評価方法

のスキームを明らかにした。個別には、従来製品との比較を基本とした。 

 

 

４．５ 処理容易性の評価 

 

《評価項目及び評価基準》 

１．製品等の回収、運搬の容易性 

容易に移動、運搬ができるか 

・低重心、製品本体質量 

 

２．機械破砕、焼却処理施設でのリサイクル・処理の適合性 

破砕／切断が困難、あるいは破砕機を損傷する、あるいは焼却時に溶融により施設

を損傷する恐れのあるものは容易に事前分離できるか 

・硬質部品、柔軟な材料、低融点金属製部品、ガラス製部品など 

 

３．処理時の安全性 

（１）処理作業者にとって取り扱いが安全な構造になっているか 

（２）事前選別品の分離は容易か 
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・爆発、発火等の可能性のある部品 

 リチウムイオン電池、マグネシウム筐体等 

（３）事前選別を容易にする表示は明解か 

（４）事前選別した部品等は適正処理できるか 

・適正処理技術の確認 

 

４．処理に関する情報開示 

（１）処理困難物に関する情報が開示されているか 

（２）解体手順書が用意されているか 

・解体マニュアル、サービスマニュアル、取扱説明書など 

 

《評価方法》 

１．廃棄物処理法等法令で定めた事項の遵守状況 

２．JIS や業界が定めるガイドラインの達成状況 

３．自社で定めるマニュアル、ガイドライン等の達成状況 

４．１～３項と以下の事項もあわせて評価する 

（１）回収・運搬の容易化は、従来製品と、質量、体積、運搬性について比較 

（２）製品等の破砕の容易化は、破砕／切断困難ユニットの有無、部品、材料の点数、

体積、分離所要時間、処理設備の損傷の恐れについて従来製品との比較 

（３）処理時の安全性の確保は、危険性（爆発性、発火性等）、部品点数、分離所要時間、

作業者の安全、処理設備の損傷の恐れについて、従来製品と比較 

 

 

【解説】 

１．使用済み製品や分離部品が安全衛生上、容易に回収・運搬できるようになっているこ

とが求められる。このため、可能な限り回収・運搬を容易な質量、体積（適切な体積へ

の分割）、形状、構造であること。安全規格については JIS C6950 を参照のこと。重量物

の場合は把手等を考慮する。 

 

２．再利用部品又は再生資源として利用可能な部品を分離した後、残材の減量化、無害化

及び残材からのエネルギー回収等を目的に、破砕・焼却処理を行う。このため、破砕や

焼却の容易化や処理施設の維持にも配慮する。破砕機に損傷を与える等、破砕が困難な

材料として、硬質部品（モータ、ＦＲＰ使用部品等）、柔軟な材料（ゴム、スポンジ等）、

ガラス製部品等がある。 

 

３．処理時の安全性を確保するため、危険性の恐れのある部品の使用回避を第一に考える。 

これら爆発性、発火性等の恐れのある部品の使用が、回避出来ない場合、事前選別を

容易にするため、取り外しが容易な構造、構成であること。 

更に作業者にとって、安全な構造であり、かつ、処理側で転倒防止策、収納容器等の

採用を行うよう、情報の提供等が望まれる。 

 

４．処理に関する情報開示として、J-Moss により処理困難物の情報開示、解体手順書の用

意、問合せ先の提示等を行っていること。 
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４．６ 環境保全性の評価 

 

《評価項目及び評価基準》  

１．安全な材料、部品等の選択 

（１）環境や人の健康、安全に影響が考えられる化学物質の使用は回避されているか 

・法規制化学物質 

・自主規制化学物質 

（２）オゾン層を破壊する物質の使用が回避されているか 

・法規制化学物質 

・自主規制化学物質 

（３）環境影響化学物質を含有する部品等は、機能面での代替品使用も含めて、最高の

安全性が考慮されているか 

 

２．製造工程における環境影響化学物質等の使用削減 

（１）製品仕様において、製造工程での環境影響化学物質等の使用削減が、配慮され 

ているか 

・オゾン層破壊物質 

・環境関連法規制化学物質 

・労働安全衛生法規制物質 

（２）製造工程からの排ガスや廃水、廃棄物に含まれる環境影響化学物質等を減少 

させる設計仕様になっているか 

 

３．製品使用中における環境影響化学物質の発生回避 

揮発性有機化合物に対する配慮がされているか 

 

４．環境影響化学物質を含む部品類のリサイクル／適正処理等 

（１）回収方法／リサイクルルートは確立されているか 

・二次電池等 

（２）環境影響化学物質を含む部品類は、容易に分離できるか 

・二次電池等 

（３）焼却等の処理時にダイオキシン等の有毒な物質を発生する恐れのある化学物質の

使用が回避されているか 

 

《評価方法》  

化学物質の安全データシート（Material Safety Data Sheet：MSDS）等を入手し、

関連法令、社内基準と比較して、環境影響化学物質の使用の有無を確認 

 

 

【解説】 

環境保全性に関する評価基準としては、人の健康や安全に著しい悪影響を及ぼす可能性

のある化学物質の使用を避けるとともに、使用済み製品や部品の処理及び最終処分を考慮

して、環境影響化学物質の使用を避けていることが基本である。 

尚、法令及び任意協定の詳細については、関連するホームページの URL を掲示している

ので確認されたい。 
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１．環境に関連する国内外の法令、環境ラベル等の自主規制等を参照し、環境影響化学物

質の使用に関する社内基準を設定し、これに基づき、製品を構成する部品やユニットに

ついて、環境影響化学物質の使用の有無をチェックすることが望ましい。 

[資源有効利用促進法における製品含有物質に関する情報提供の義務についての 

ホームページ] 

http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/j-moss.html 

 

また、大気汚染物質、水質汚濁物質、土壌汚染物質、オゾン層破壊物質等の環境影響化

学物質に関連する法令を確認することが望ましい。 

＜例＞ 

○大気汚染防止法、○水質汚濁防止法、○農用地の土壌の汚染防止等に関する法律、 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律、○再生資源の利用の促進に関する法律、 

○毒物及び劇物取締法、○特定物質の規制等によるオゾン層の保護に 関する法律、 

○悪臭防止法、○有害物を含有する家庭用品取締法、○水道法、○下水道法、 

○ＰＲＴＲ法 

 

更に、製品を構成する部品やユニットに使用されている化学物質の安全性の確認方法と

しては、アーティクルマネージメント推進協議会（JAMP）と国内 VT62474 により発行さ

れている製品含有化学物質管理ガイドライン、並びに、IEC62474 等を使用して有害性や危

険性の情報を検証されたい。 

 [国内 VT62474] :  http://www.vt62474.jp/ 

 

２．製造工程で使用される可能性のある化学物質にも、法規制対象物質がある（大防法等）。

製品設計時に、製造工程でのこれらの環境影響化学物質使用量削減の配慮をしているか

を確認する。 

 

３．製品使用中においては、揮発性有機化合物（VOC）について評価を行う。 

[パソコンに関するＶＯＣガイドラインに関するホームページ] 

http://home.jeita.or.jp/ce/guideline/index.html 

 

４．環境影響化学物質を含む部品においては、環境影響化学物質の削減、及び分離容易化

が図れているかを確認する。 

 

http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/j-moss.html
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４．７ 包装資材及び取扱説明書の評価 

 

《評価項目及び評価基準》 

１．リデュースの評価 

（１）包装資材の使用量は削減されているか 

・質量、容積の削減 

（２）リサイクル資材を利用しているか 

・再生紙、 パルプモールド、再生プラスチック 

（３）取扱説明書等 

・質量、体積の削減 

 

２．リユースの評価 

リユースに適した材料、構造か 

 

３．リサイクルの評価 

（１）リサイクル可能な材質を使用しているか 

段ボール、パルプモールド、非木材繊維、発泡スチロール等 

（２）リサイクル可能な材料と阻害物質との分離は容易であるか 

・ダンボール類と異種材質の分離 

封緘テープ、発泡スチロール、発泡ウレタン材、ホッチキス針等 

・発泡スチレン材料と異種材質との分離 

ビニールテープ、紙ラベル、異種材シール等 

（３）プラスチック資材には、材質表示がされているか 

・資源有効利用促進法および JIS 規格による材質表示 

（４）収集・運搬は容易か。 

・折りたたみ等容積減、質量減 

 

４．処理及び最終処分における環境保全性 

（１）環境影響化学物質は使用回避、削減されているか 

・印刷インキ顔料の重金属等 

（２）焼却時にダイオキシン等が発生する恐れのある物質の使用は、回避されているか 

・塩化ビニール製シート、フィルム等 

 

《評価方法》 

評価方法については、製品本体の評価方法に準じて決定する。 

 

 

【解説】 

包装資材及び取扱説明書についての評価項目及び評価方法は、製品本体の評価項目、評

価方法と同様の考え方で設定する。 

１．資源化--------------------- 再生資源利用率等の従来品との定量的比較 

２．減量、減容化------------ 重量比率［包装資材÷製品質量×100］比較 

      空間容積率〔（総体積－製品体積）÷総体積×100〕比較 

（製品重量、製品体積には、取扱説明書等同梱品を含む） 

３．分解、 分離性----------- 分解時間、 容易性の比較（異種材の接着剤等） 

４．表示性（注１）--------- プラスチック記号、識別表示と材質表示による目視分別性 
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５．有害物質規制------------ 法令等の規制基準との比較 

６．再、長期使用------------ リユース 

７．包装資材の材質把握及び種類別質量の把握 

（容器包装リサイクル法 2000 年 4 月施行） 

 

注１：包装用プラスチック成型品へのプラスチック記号、識別表示と材質表示 

プラスチック記号、識別と表示は〔JIS K 6899-1、(ISO 1043-1)、JIS K 6999、(ISO 

11469)〕の最新版を確認する。 

 

 

＜識別表示例＞ 

（１）ポリスチレン樹脂（識別マークと離して表示する場合）： 

＞ＰＳ＜  
 

（２）紙（識別マークの下に表示する場合）： 

   

外箱 

 

（３）ポリエチレン樹脂（識別マークの下に表示する場合）： 

 

 

ＰＥ 
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４．８ 情報提供の評価 

 

《評価項目及び評価基準》 

１．製品取扱者への情報提供方法の評価 

（１）販売・保守に携わる者への情報提供方法は適切か 

（２）使用者への情報提供方法は適切か 

（３）使用済み製品の処理専門業者等への情報提供方法は適切か 

 

２．提供する情報の種類・内容 

（１）リデュースに関する情報は適切に提供されているか 

・性能向上や機能拡張性（アップグレード） 

・再生プラスチック材等リサイクル素材の使用の状況 

（２）リユースに関連する情報は適切に提供されているか 

・従来製品との共通化した部品 

・部品の取り外し（解体分離）の手順や方法等 

（３）リサイクル（再資源化）に関連する情報は適切に提供されているか 

・使用者の廃棄方法（回収申込み方法、回収システムの説明等） 

・使用済み製品の回収、廃棄、処分方法 

・部品の材質名や材質表示記号 

・資源有効利用促進法による資源再利用率 

（４）省エネルギーに関する情報は適切に提供されているか 

・省エネ法による省エネルギー性の表示（詳細は４．１節 解説３項参照） 

・製品使用時に電力消費を抑えた使用の設定方法 

（５）取扱、廃棄処理に関する安全情報等は適切に提供されているか 

・安全な使用方法、取扱い上の注意事項 

・保守や修理の手順や方法 

・製品等廃棄時の注意事項 

・製品・部品の圧縮・破砕が極めて困難な物の物理的性状等、適正処理のための腐

食性、有害性、爆発性、作業上の危険性、環境保全性、設備への影響 

・焼却等の熱処理による有害ガス等の生成の可能性 

 

３．処理に関する情報の開示 

電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（JIS C 0950、通称 J-Moss）に

基づき、含有されることにより再生資源の品質低下やリサイクル工程を阻害するお

それのある物質の情報開示をしているか 

 

４．提供情報の理解容易性・徹底方法 

（１）製品等の本体への表示（直接表示や環境ラベル等の使用）は適切か 

（２）製品取扱説明書等への文字や図解などで、わかりやすく記述されているか 

（３）他のメディア（インターネット等）で、回収に関する問合せ窓口を設けているか 

 

《評価方法》 

１．提供先と必要情報の提供状況 

２．関連法令に対する遵守状況 

３．国内規格、業界統一基準、ガイドラインに対する遵守状況 

４．自社で定めるマニュアル、ガイドライン等に対する比較 

・表示方法（文字の大きさ、場所等）、記載の内容、理解のしやすさ・情報開示の手

続き等 
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【解説】 

再生資源及び再生部品の利用の促進等に資するための情報提供に関する評価方法や判断

基準について、主に使用済み製品を対象とした基本的な考え方を以下に示す。 

 

１．提供先（要求先）への提供 

提供先に対しては、再生資源及び再生部品の利用の促進を図る上で、必要となる製品

の省資源化､長寿命化､廃棄物の減量化，処理の容易化と安全性の確保等に関して、適切

な情報が提供されること。 

提供先と提供情報の関連例を以下に示す。 

 

 

 

提供先 

提供情報の例 

リデュース 

（発生抑制） 

リユース 

（再使用） 

リサイクル 

（再利用） 

省エネルギー 

及び安全性 

販売に 

携わる者 

○長期使用を可能

にするための性

能向上や機能拡

張性（アップグ

レード） 

○消耗材料品（詰め

替え補充品 

○簡易包装・梱包 

○修理体制 

○保守用部品の保

存期間 

○再生プラスチッ

ク材などリサイ

クル素材の使用 

 

 ○使用済み製品

の回収、廃棄、

処分方法 

○使用済み充電

式電池のリサ

イクル方法 

 

○安全な使用方法 

○使用時の健康に

対する配慮 

保守に 

携わる者 

○旧製品と共通

部品情報 

○保守や修理の 

手順 

使用者 

 ○取扱上の注意 

事項 

○製品使用時の環

境負荷低減を配

慮した使い方 

○電力消費を抑え

た使用方法のヒ

ント 

○製品等の廃棄時

の注意事項 

○省エネルギー性

(省エネ法、国際エ

ネルギースター

等) 

○J-Moss による 

表示 

 

再資源化処理

専門業者等 

  ○製品・部品の破砕及び焼却方法等 

○焼却等の熱処理による有害ガス等の

生成の可能性 

○適正処理のための腐食性､有害性、爆

発性、危険性、環境保全性、設備へ

の影響 

○J-Moss による表示 

 

○部品の取外し（解体分離）

の手順や方法等 
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２．確実な提供 

製品本体に表示されていることが望ましい。さらに、表現上の制約等、製品本体に十

分に表示できない場合には、取扱説明書等に明記や他のメディア（インターネット等）

での情報提供をすること。 

 

３．提供の仕組み作り 

取扱説明書等の記述における不明点等に対する問い合わせ先、関係機関の紹介等を取

扱説明書等に明記できるように、社内や関連組織と情報提供の仕組み作りを行うこと。 

 

４．継続的な改善の実施 

評価方法の基準や判定方法に関しては上記１～３が考えられるが、何よりもこれらの

対応が持続的に行われ、継続改善されること。 

そのための方法として、次の２つが考えられる。 

（１）標準化設計の推進 

上記情報の詳細な内容、その表記・表示方法、情報提供の運営方法等については、適

切さを確保するために、社内基準等で規定化して継続的な改善を行うこと。 

（２）各種の法令、ガイドラインの積極的な利用 

情報提供に関して、資源有効利用促進法、省エネ法、廃棄物処理法､容器包装リサイク

ル法等には、提供内容や提供方法あるいは文書に関する義務づけ等まで言及、規定して

いる法令が存在する。 

また、経済産業省産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会の「世界最高

水準の省資源社会の実現へ向けて」（平成 20 年 1 月）など、業界関連の団体や政府から

の通達・広報等により情報提供がなされている。これらの時系列的な整理などで、逐次

それらの積極的な活用で評価が行われていること。 
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４．９ ＬＣＡによる評価（環境負荷の評価） 

 

《評価項目及び評価基準》 

１．製品の各ステージにおける環境影響評価 

製品を構成する素材の製造から、製品製造、物流、使用、および製品が廃棄／リサ

イクルされるまでの各ステージにおける環境に与える負荷が低減されているか。 

・素材の製造---------- 資源採取から素材製造までの環境負荷 

・製品製造------------ 部品加工、製品の加工、組立・製造までの環境負荷 

・物流---------------- 製造場所から製品の使用者までの環境負荷 

・使用---------------- 製品使用時の環境負荷 

・廃棄／リサイクル---- 製品の廃棄／リサイクルに伴う環境負荷 

 

《評価方法》 

（１）各社独自または第三者機関の開発したＬＣＡプログラムを使用して評価する。 

（２）評価する項目としては 

・温暖化負荷（CO2 換算） 

・酸性化負荷（SO2 換算） 

・エネルギー消費量 

などを定量的に評価する。 

（３）新旧製品間で各ステージにおける環境負荷を比較評価したり、改善効果を検証す

る。 

 

 

【解説】 

ＬＣＡ（Life Cycle Assessment：ライフサイクルアセスメント）では、素材製造・製造・

物流・使用・再資源化・廃棄／リサイクルの各ステージにおける環境負荷を定量的に分析

できるため、設計段階にてＬＣＡを使用すれば、環境負荷の評価が可能である。 

また、自社でのＬＣＡプログラムの場合、評価各ステージの前提条件や、データの収集

期間、収集方法などを合わせておくことが重要となる。 

ＬＣＡ実施の場合その目的如何で調査をどのくらい広く、深く行うかが決まる。海外製

造の場合、製造データのデータ収集精度に注意が必要となる。原単位についても日本国内

と海外で違いがあるので同様に注意すべきである。 

ＬＣＡ手法を使用した定量的な環境情報のプログラムとして、社団法人 産業環境管理協

会の「エコリーフ環境ラベル」プログラムが実施されているので、参考とされたい。 
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４．１０ 総合評価 

 

個別項目ごとの評価の結果を踏まえ、総合評価を実施することが望ましい。 

総合評価では、個別項目ごとの評価の結果を集約することや、代替案との比較検討を

行う。その際、製品の特性上、個別評価項目ごとに重要度が異なる場合には、評価に重

み付けを行う。 

項目ごとの評価は、相互にトレードオフの関係にある場合もあり、このような点にも

留意しつつ、総合評価を行う。 

総合評価の結果が、従来製品以下という結果になれば、製品設計の見直しが必要と判

定し、改善策の再検討を行うのが望ましい。 

また、総合評価においては、製品本来の機能が損なわれないことや、安全性が確保さ

れること等、製品として最低限満足すべき要件を踏まえることが必要である。  

 

 

【解説】 

総合評価は、個別項目ごとの評価の結果を集約し、製品の材料、構造、表示等につき、

改善策の検討が必要であるか否かを、総合的に判断するものである。 

 

１．製品の特性及び自社の環境影響度評価によって個別評価項目ごとの重要度が異なる場

合には、総合評価は、個別評価項目に適切な重み付けを行った上で行う。 

これらの重み付けについては、適切な方法による客観的評価の過程を経て決定される

ことが望ましい。 

 

２．一つの案のみによって、客観的かつ絶対的な評価を行うことは、一般に困難であるこ

とから、代替案との比較検討も含めて、総合的な評価を行うことが適当である。 

 

３．一つの個別項目の評価を高めようとすると、他の項目の評価が下るようなトレードオ

フの関係が成立する場合もあり、このような項目相互の関係に留意する必要がある。 

 

４．総合評価の際に用いられる手法としては、評点法が多く用いられているが、確定的な

ものはなく、製品の特性に応じた適切な手法が採用されることが望ましい。 

 

５．また、製品の本来の機能が損なわれないことや、製品使用時の安全性が確保されるこ

と等、製品として最低限満足すべき要件が存在することから、総合評価に当たっては、

これらを阻害することのないよう十分配慮しなければならない。 

 

総合評価として、総得点による方法、レーダーチャートによる方法の例を、以下に示す。 
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【参考】 総合評価の手法の例 

 

(a) 総得点による手法 

評価項目ごとに従来製品との比較等により得点を付け、全項目の総得点を算出して

評価を行う手法。 

 

（例） 

   従来製品    新製品 

  評価項目    評価方法  重み       

 

 

 

 

 

 

 係数 

(注 1) 

 

 評価 

 結果 

 

 得点 

(注２) 

 

 傾斜 

 得点 

(注３) 

 評価 

 結果 

 

 得点 

(注２) 

 

 傾斜 

 得点 

(注３) 

 省エネルギー 

 

. 

 

 リデュース 

 

. 

 

 リユース 

 

. 

 

 リサイクル 

 

. 

 

従来製品との消費電力、エネ

ルギー消費効率の比較 

. 

 

従来製品との長寿命化のた

めのアップグレード容易性、

質量（紙資源も含む）の比較 

 

従来製品との再使用可能部

品の採用の比較 

. 

 

従来製品との原材料 の種類

数（色も含む）、リサイクル

材、リサイクル可能材の使用

率の比較 

 

  2 

 

  . 

 

  2 

 

  . 

 

  4 

 

  . 

 

  4 

 

  . 

 

 -10% 

 

  . 

 

 ±0% 

 

  . 

 

 ±0% 

 

  . 

 

 -5% 

 

  . 

 

  +1 

 

  . 

 

  0 

 

  . 

 

   0 

 

  . 

 

  +1 

 

  . 

 

 +2 

 

  . 

 

  0 

 

  . 

 

   0 

 

  . 

 

  +4 

 

  . 

 

 -20% 

 

  . 

 

 -10% 

 

  . 

 

+10% 

 

  . 

 

 -20% 

 

  . 

 

  +2 

 

  . 

 

  +1 

 

  . 

 

  +1  

 

  . 

 

  +2 

 

  . 

 

  +4 

 

  . 

 

  +2 

 

  . 

 

  +4 

 

  . 

 

  +8 

 

  . 

 

 総得点   6 点  18 点 

   (注１) 個別評価項目で重要度が異なる場合に設定する数値。 

          重み付けを行わない場合はすべて１とする。 

   (注２) 得点は、従来製品との比較により、 

    +2：顕著な成果、+1：相応の成果、0 ：従来のまま、－1 ：従来より悪化を示す。 

   (注３) 傾斜得点＝得点×重み係数       
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(b) レーダーチャートによる手法 

評価項目ごとに付けられた得点を集約してレーダーチャートにし、評価を行う手法。

著しく得点の低い項目の有無や製品の特性に応じて重視すべき項目の満足度等を見る

こととなる。 

 

0 

5

0 

100 
省エネルギー 

リデュース 

リユース 

リサイクル 

処理容易性 環境保全性 

包装資材 

取扱説明書 

情報提供 

LCA 

従来製品 新製品 
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５．環境設計アセスメントの実施方法 

 

５．１ 事前評価マニュアルの作成 

 

各社は、自社の環境設計目標とガイドラインを参考にそれぞれの組織、体制、対象製

品の特性等を踏まえて、適切にマニュアルを作成するものとする。 

 

 

【解説】 

事前評価マニュアルの構成として、その目的、事前評価を実施する対象製品の範囲と、

用語の定義等を明示した上で、本ガイドラインの項目４、及び項目５に示す評価の実施手

順、個別項目評価及び総合評価の各事項を盛り込むことを基本とする。 

 

 

５．２ 評価の実施手順 

 

事前評価の内容を充実させるとともに、評価の客観性を確保するため製品の開発・設

計者又は開発・設計部門（以下「製品設計者」）による自主的評価と、その評価結果を取

りまとめた記録等に基づく評価をする任にある者・部門（以下「客観的評価者」）による

客観的評価の二段階で実施されることが望ましい。 

 

 

【解説】 

事前評価は、製品設計で実施される他の審査（機能評価、コスト評価、製品安全性審査

等）と併せて総合的に実施してもよいが、審査の客観性は確保すべきである。評価の手法

としては、個別評価項目ごとに、(a) 製品の特性を踏まえて適切に設定された基準を満たし

ているか否かを判定して行う手法、(b) 製品の特性を踏まえて適切に設定された環境目標

（改善レベル）に照らして得点を付けて行う手法等が考えられるが、いずにせよ適正な基

準による評価が望ましい。参考までに実施フローの一例を以下に示す。 

 

（１）自主的評価 

複数の設計案について、個別項目評価を実施して総合的に優れたものを選定する方法

も考えられる。 

総合評価の結果、対応策を検討した場合は、再度、個別項目評価→総合評価の過程を

繰り返すものとする。 

製品設計者は個別項目評価、総合評価の結果及び対応策等を記録するとともに、使用

化学物質類の組成、安全データや確認書類等を添付して報告書等の形にとりまとめる。 

 

（２）客観的評価 

自主的評価においてとりまとめられた報告書等、及び量産予定の試作品を客観的評価

者が確認して、評価項目の欠落や評価方法の誤解の有無、最新の環境規制動向、環境技
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術、環境安全事故等の情報を考慮して自主的評価の妥当性を審査する。 

必要に応じて有害物質の溶出試験や、毒性評価結果を製品設計者に依頼して入手し、

確認する。 

もし、対応策の検討、あるいは個別項目評価の見直しが必要と判定されたならば、そ

の部分の自主的評価を繰り返すこととなる。 

客観的評価者のコメントについて、製品設計者は対応策等を検討するとともに、その

結果を、報告書等に記述しておく。 

 

＜評価の実施フロー例＞ 

（１） 自主的評価 

（製品設計者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 客観的評価 

（客観的評価者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（評価記録提出） 

自主目標の確認 

判定 

対策要 

対策不要 

製品開発設計 

個別項目評価 

改善対策実施 

事前評価 

 マニュアル 

総合評価 

完了 

（評価記録の保管） 

（参照） 

（参照） 
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５．３ 材料・部品の供給者との協力 

 

製造事業者は、製品をこのガイドラインの趣旨に沿って本質的に安全、低消費電力型

にするとともに、機能拡張による製品の長寿命化や、使用済み製品の再資源化が容易な

構造にするために、製品を構成するユニット、部品などの設計製造を行う供給者との間

で、相互に必要な協力を行うことが望ましい。 

また、各種の部品や最終製品の製造段階で発生する工程くず等の副産物の発生を抑制

するためにも、サプライチェーン企業相互の連携や協力を行うことが望ましい。 

 

 

【解説】 

協力の内容としては、例えば次の事項が考えられる。 

（１）製造事業者から材料・部品等の供給者へ個別評価項目、評価基準等に関する必要な

情報の提供。 

（２）材料・部品等の供給者による供給材料・部品等に係わる必要な事前評価の実施。 

（３）材料・部品等の供給者による再生資源の分別を容易にするための必要な材質の表示。 

（４）材料・部品等の供給者から製造事業者への使用材料の種類、部品の構造等に関する

必要な情報の提供。 

（５）供給する材料・部品等が使用済みのものとなった際の、再資源化や、安全かつ環境

に負荷を与えない廃棄方法に関する必要な情報の提供。 

（６）製造段階での工程くず等の副産物の発生を抑制するため、材料・部品等の供給者と

製造事業者間の連携。 

 

一般家庭を含めて広範囲の地点から発生する使用済みパソコンは、構成要素であるユ

ニット、部品類のリサイクル性、処理容易性の向上や、環境安全に関連する情報の提供が

必要である。 

特に部品や材料に含有される危険・有害化学物質については、廃棄製品の安全な処理作

業を確保するためと、廃棄による環境汚染を防止するための適正処理方法に関する情報の

提供について、相互に必要な協力を行うことが必要である。有害情報の入手方法としては、

使用部品・ユニットのＭＳＤＳ（Material Safety Data Sheet）などで、環境影響化学物質

成分や有害･危険性のデータの提供を供給者に求める。 

一方、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会の「世界最高水準の省資源

社会の実現へ向けて」（平成20年1月）では、サプライチェーン企業間の再強化（リデュー

ス対策）として、以下のような趣旨のことが報告されている。 

 

①製造事業者の設計や仕様によって材料・部品等の供給者における副産物低減の取り組

みの自由度が制約され、厳しい品質要求に対応する結果として歩留まりが悪化するな

どの課題がある。 

②副産物の低減は投入原材料の抑制になり、コスト低減や競争力の強化になるとともに、

生産工程でのエネルギー消費量の抑制にも効果的であり、サプライチェーン企業間で

の連携した取り組みまでを視野に入れることが不可欠である。 
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また、廃棄物の減量化と再資源化面では、複合材料の回避や、組立てに使用するねじ類

の種類と数の削減、さらに、プラスチック材質の種類の統合化、再生資源の使用等のコス

ト、品質面から相互の緊密な協力なくしては促進されないといえる。 
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付録－１ マテリアルリサイクルに適したプラスチック材の種類  

 

プラスチックのマテリアルリサイクルは文字どおり材料の形で、ケミカルリサイクルは

化学処理により分解して化学原料や燃料に、サーマルリサイクルは燃焼させ熱エネルギー

として回収するものである。製品設計においては、部品の再使用や原材料への再生を優先

的に考慮すべきであるため、ここでは、マテリアルリサイクルに適したプラスチック材料

について述べる。マテリアルリサイクルに適した材料を判断するには、再生材料を製品に

利用する上で、下記の品質評価項目が良好な特性を持っているものが好ましい。 

 

表   プラスチック材のリサイクル性評価 

No 評価項目 具 体 的 内 容 
再 生 材 料 

ＰＰ ＰＳ ＰＥ ＰＣ ＡＢＳ ＡＳ 

１ 寿命 製品稼動時、物性の耐劣化性が低い ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 規制 国内、海外のリサイクル自主規制他 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

３ 外観性 
成型時の表面光沢が良好、着色性、２次加

工性(接着・塗装他)が良い 
△ ○ △ ○ ◎ ○ 

４ 成形性 成形汎用性(薄肉、厚肉、リブ等)が良い ○ ◎ ○ △ ◎ ◎ 

５ 汎用性 汎用樹脂（材料の統一化が可能な物性値） ○ ○ △ ○ ○ ○ 

６ 
組立・ 

解体性 
ヒンジ機構・スナップフィット性が良好 ◎ △ ○ ○ ○ △ 

７ 再生性 

洗浄剤への耐性良好、加熱溶融／混練せん

断に伴う劣化が少ない、相容性が良く他材

との混合再生が容易 

◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ 

８ 
減容・ 

破砕性 
回収後の減容、破砕が容易 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※上記表は一般グレード品の評価であり、◎は良好、○は普通、△やや劣る を表す。 

出典：山本良一 著「地球を救うエコマテリアル革命」，徳間書店刊，1995 年 

 

プラスチック材料は熱可塑性、熱硬化性等多種多様であり、マテリアルリサイクルに適

した材料は、再生技術の進歩および再生コストにも左右され一律に決めることは出来ない

が、現在での再生技術・実態を踏まえ、材料の選定別を下記に示す。 

 

マテリアルリサイクルに適した 

    プラスチック材料 

  熱可塑性樹脂で、汎用のプラスチックとして 

  ＰＰ、ＰＳ、ＰＥ、ＰＣ、ＡＢＳ、ＡＳ 

 

注１：２次加工品（塗装・メッキ・インサート付・他部材接着加工等）は夾雑物の混入があるた

め、再生性で問題があり適さない。 

注２：複合材については、フィラー充填系は比較的リサイクル性は良好であるが、ガラス・金属

繊維充填系は物性低下が大きく適さない。 
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付録－２ リサイクル可能率の範囲  

 

１．リサイクル可能率 

開発・設計段階では、原則的にリユースとマテリアルリサイクルを優先とするリサイク

ル可能率の向上が必要である。 

リサイクル可能率とは、製品の開発・設計段階で、その製品が将来使用済みとなった時

にリサイクルが可能と判断される部品や材料の製品１台当りの質量割合を定量的に事前推

定・評価する指標である。 

リサイクル可能率の範囲は、部品や材料がすでに確立されたリサイクルが可能な技術や

各社のリサイクル取り組み状況により評価決定される。 

なお、リサイクル可能率の算出は、業界及び各社による資源再利用率の算出条件、実績

に基づく資源への利用割合を用いて評価することを推奨する。 

 

２．リサイクル可能率の計算方法 

リサイクル可能率は、評価対象とする製品の総質量とリサイクル可能な材料等の総質量

との比率で、計算方法は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

《用語の説明》 

○リサイクル可能な材料等の総質量：製品１台当りに構成する部品や材料で、下記① 

または②に該当するものの総和とする。 

 

 

使用済み製品を解体した後の 

①部品やユニットを「リユース」する、または「リユース可能」と判定されるもの 

②分離、分別、破砕、燃焼等により、有用なものを原材料として回収し「マテリアルリ

サイクル」することが可能であると判定されるものでケミカルリサイクルやサーマル

リサイクルは除く 

 

 

○製品の総質量：リサイクル可能率の評価対象とする製品１台当りの総質量とする。 

 

３．リサイクル可能率算出事例 

リサイクル可能率を計算する時には、評価項目（例えば、リユースする等）とリサイク

ル質量により算出をする。下記にデスクトップパソコン[構成部品は(a)､(c)､(d),(e)､(f)]

の計算手順の例を示す。 

リサイクル可能率（％）＝―――――――――――――――――×１００ 
製品の総質量 

リサイクル可能な材料等の総質量 
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○手順１：構成部品の評価を下図により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          内は評価項目 

 

○手順２：リサイクル可能率の計算例 

 

       Ｗ１＝(a)の質量×100wt%（注 1）＋(c)の質量×100wt%（注 1） 

       Ｗ２＝(d)の質量×85wt%（注 2）＋(e)の質量×90wt%（注 2）＋(f)の質量×50wt%（注 2） 

 

 

 

 

 

  注１：Ｗ１は、設計段階で製品が使用済みとなった時に、部品やユニットをリユースするま

たはリユース可能と判定した場合のみ 100wt%として算出する例を示す。 

設計段階で部品やユニットをリユースしないまたは不明の場合は、各社の基準また

は資源再利率の実績等によるリサイクル質量割合を用いるか、Ｗ２による素材区分

でのリサイクル質量割合に含めて算出する。 

  注２：Ｗ２の素材区分としてのリサイクル質量割合（d, e, f の wt%）は、各社の基準または

資源再利率の実績等を用いて算出する。 

リサイクル可能率（％）＝――――――――――――×１００ 
Ｗ（製品の総質量） 

    Ｗ１＋Ｗ２ 

 

分類・リサイクルの例 
リサイク

ル質量 

部品やユニットとしてリユー

ス 

(a)ＨＤＤ、ＦＤＤ 

(b)液晶ユニット 

(c)ケーブル、プリント板ユニ    

   ット 

Ｗ１ 

素材としてリサイクル 

(d)ガラス 

(e)鉄、アルミ、銅 

(f)プラスチック 

 

Ｗ２ 

  

 

リサイクルのための焼却や埋

立処分による廃棄 

 

 

上記以外

の残り 

 

YES 

NO 

単一素材に 

分別できる 

破砕・分別 

できる 

解体・分離が容易 

にできる 

リユースする 

対象製品の 

構成部品 

YES YES 

NO NO 

YES 

NO 
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参考： 資源再利用率の算出方法 

 

１．資源再利用率 

資源再利用率とは、製品が使用済みとなった時に、製品から資源として再利用が可能

となった部品や材料の製品１台当りの質量割合である。（資源有効利用促進法の定義） 

 

２．資源再利用率の計算方法 

資源再利用率は、処理した製品の総質量と資源として再利用可能な材料等の総質量と

の比率で、計算方法は次のとおりである。 

 

鉄、銅、アルミなど、 

部品として再利用した質量 ＋ 材料として再利用した質量 

                         （マテリアルリサイクル） 

 資源再利用率 ＝――――――――――――――――――――――――――――×１００ 

（％）            処理した製品の質量 注 

 

       注：処理した製品とは、回収した製品から製品リユースを除いたものをいう。 

 

 

油化、高炉還元、ガス化、コークス炉化学原料化などの「ケミカルリサイクル」や「熱

回収」については、「資源有効利用促進法」の趣旨であるリユースや材料としての再利用を

優先的に推進することから、「資源再利用率」の計算から除外する。 

 

○リサイクル分類表 

 

リサイクル分類 

リサイクルの方法 リサイクルの 

目的 

資源再

利用率  （例） 

マテリアル 

リサイクル 

・材料としての再生 

（化学的変化を生ぜ

しめる方法を除く） 

・精錬，溶解等による金属精錬・製鋼 

・溶解・混合等による再生プラ製造 

・溶解・混合等による再生ガラス製造 

・セメント用原材料 

・溶融スラグ化 

・原材料として

再利用 
適 用 

ケミカル 

リサイクル 
・材料としての再生 

（化学的変化を生ぜ

しめる方法による） 

・原料モノマー化 

・高炉還元剤 

・コークス炉化学原料化 

・ガス化（化学原料化） 

・油化（化学原料化） 

・原材料として

再利用 
非適用 

サーマル 

リサイクル 

・ガス化（燃料化） 

・油化（燃料化） 
・燃料として 

再利用 

・熱ｴﾈﾙｷﾞｰの 

回収 

非適用 
・固形燃料化 

・燃焼，焼却 

・ＲＤＦ 

・セメント用燃料 

・焼却発電 
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付録－３ 製品解体の程度 

 

製品には価格の高い物と安い物、高額な素材・部品を含む物、部品点数の多い物、ユニッ

ト化の進んでいる物、環境影響化学物質を含む物などいろいろなタイプがある。このよう

に多様化した製品を一つの考え方や基準で対処するのは困難である。従って使用済み製品

を解体する目的を明確にした上で、何処まで解体すれば良いかを個別製品毎に決めること

が必要である。解体する目的には少なくとも次の二つが考えられる。 

 

   ①適正処理の視点からの解体 

   ②リサイクルの視点からの解体 

 

①の場合、環境影響化学物質含有部品を取り外すことが主体になる。資源有効利用促進

法の指定再資源化製品で取り外し容易設計に指定された二次電池や蛍光管などの取り外し

は当然として、焼却・埋め立て時に問題を起こす恐れのある物質を含む部品は取り外せる

ことが望ましい。怠ると管理型・遮断型処分場への廃棄による処理費用の増大や、廃棄処

理委託拒否といった事態を招くことが考えられる。 

②の場合、部品・素材レベルでのリユース・リサイクルには色々な形態があるのでそれ

に応じた解体が考えられる。プラスチック材質表示、解体容易設計、ユニット化、リユー

ス部品指定など設計段階で環境対応された製品はリサイクル性を高める解体が行える。 

そして継続的に実践するためにはコストの視点も重要である。解体コストと解体品の売

却益の収支バランスは、リサイクル市場の動向などで大きく変化し、設計段階で予測する

ことは困難であるが、解体に要する人件費も含めて、可能な範囲で経済性も考慮する必要

がある。 

以上述べたことを勘案して下記に解体基準を例示する。設計段階で何処に設定するかは、

冒頭に述べたように、その製品の持つ種々の要件を考慮して決められるべきである。 

 

【解体基準の例】 

（ａ）環境影響化学物質含有部品の取外し(蛍光管、電池、鉛含有品なども含む） 

（ｂ）リサイクルや焼却減量化のための、大物部品の取り外し（外装材など） 

（ｃ）ユニット部品の取り外し（HDD／FDD、LCD など） 

（ｄ）高額部品の取り外し（電子基板、ケーブルなど） 

（ｅ）リユース可能部品の取り外し（設計時や解体時に部品指定） 

（ｆ）マテリアルリサイクル対応として、材質が明確な部品の取り外し 

（ｇ）解体困難部品（接着部品など）を除き全て部品・材料レベルまで解体
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